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電源装置の計画的な保守のお願い 
 
拝啓 貴 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。           弊社儀 

毎々格別なお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。 
さて、ご使用いただいております電源装置を安全にご利用いただくために、計画的な保守を実施

していただけるようにご案内申し上げるものです。 
なお、今後とも宜しくご指導、ご鞭撻のほど併せてお願い致します。 

敬具 
 
１．点検 
  電源装置は多数の部品（蓄電池を含む）により構成されているため定期的な点検が必要です。 
  また、点検には高度な技術力を有するため、製造メーカーまたはメーカー指定の業者にて

実施していただけるようにお願い申し上げます。 
  製造メーカーまたはメーカー指定の業者以外の業者による点検実施時はメーカーの保証が

受けられない場合がありますのでご注意願います。 
 
２．部品交換 
  電源装置は多数の部品（蓄電池を含む）で構成されており、これらの部品を定期的に交換

することにより設備の正常な機能の維持および安全が確保されます。 
特にコンデンサメーカーからは、電解コンデンサの劣化故障時における気化ガスにより最悪、

装置の焼損などの二次被害にいたる可能性を示唆しております。 
  以上のことより、部品ごとに設定された期間にて交換を実施していただけるようにお願い

申し上げます。 
   
３．装置更新 
  電源装置には耐用年数があり、老朽化した装置は、いざという時に正常に動作しないことが

あります。耐用年数を超えていた場合、部品供給ができないケースもあり、速やかな復旧が

困難です。計画的な設備の更新を実施していただけるようにお願い申し上げます。 
  また、部品交換を実施しても耐用年数を超えて使用されると、装置そのものの耐用年数を

超えるため、正常な機能の維持および安全が確保されません。 
 
電源装置を安全にご使用いただくには、これら＜点検＞＜部品交換＞＜装置更新＞の保守を適正に

実施していただく必要があります。 
これらが、実施されない場合は装置の故障・負荷への給電障害や最悪の場合は発煙・発火などの

災害に至る可能性があります。 
 
なお、当該案件に対するお問い合わせなどは各所在地の事業所へお願いします。 

 
以上 


